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さいたま市教育委員会規則第１４号 

さいたま市教職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市教職員の通勤手当に関する規則（平成２９年さいたま市教育委員会規則

第２１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（返納の事由及び額等） （返納の事由及び額等） 

第１４条 条例第１６条において読み替えて準用す

る職員給与条例第１５条第４項の教育委員会規則

で定める事由は、通勤手当（１月の支給単位期間

に係るものを除く。）を支給される教職員につい

て生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

第１４条 条例第１６条において読み替えて準用す

る職員給与条例第１５条第４項の教育委員会規則

で定める事由は、通勤手当（１月の支給単位期間

に係るものを除く。）を支給される教職員につい

て生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

  ・  ［略］  ・  ［略］ 

 月の中途において地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号。以下「法」という。）第２８

条第２項若しくはさいたま市教員の休職の事由

等に関する条例（平成２９年さいたま市条例第

２０号）第３条第１項の規定により休職にされ、

法第２９条第１項の規定により停職にされ、法

第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を

受け、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣

等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

３０３号）第２条第１項若しくは外国の地方公

共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の

処遇等に関する条例（平成１３年さいたま市条

例第３０４号）第２条第１項の規定により派遣

され、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１

号）第２６条第１項の規定により大学院修学休

業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第２条の規定によ

り育児休業をし、さいたま市職員の配偶者同行

休業に関する条例（平成２７年さいたま市条例

第４号）第２条の規定により配偶者同行休業を

し、又はさいたま市教員の自己啓発等休業に関

する条例（平成２９年さいたま市条例第１９号

）第３条の規定により自己啓発等休業をした場

合（これらの期間の初日の属する月又はその翌

 月の中途において教育公務員特例法（昭和２

４年法律第１号）第２６条第１項の規定により

大学院修学休業をし、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第２

８条第２項の規定により休職にされ、法第２９

条第１項の規定により停職にされ、法第５５条

の２第１項ただし書に規定する許可を受け、公

益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関す

る条例（平成１３年さいたま市条例第３０３号。

第１６条第２項において「公益的法人等派遣条

例」という。）第２条第１項若しくは外国の地

方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職

員の処遇等に関する条例（平成１３年さいたま

市条例第３０４号。第１６条第２項において「

外国派遣条例」という。）第２条第１項の規定

により派遣され、地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号。第１６条

第２項において「育児休業法」という。）第２

条の規定により育児休業をし、さいたま市職員

の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年さ

いたま市条例第４号。第１６条第２項において

「配偶者同行休業条例」という。）第２条の規

定により配偶者同行休業をし、さいたま市教員

の自己啓発等休業に関する条例（平成２９年さ



月に復職し、又は職務に復帰することとなる場

合を除く。第１６条第２項において「派遣等と

なった場合」という。）

いたま市条例第１９号。第１６条第２項におい

て「自己啓発等休業条例」という。）第３条の

規定により自己啓発等休業をし、又はさいたま

市教員の休職の事由等に関する条例（平成２９

年さいたま市条例第２０号。第１６条第２項に

おいて「休職の事由等条例」という。）第３条

第１項の規定により休職にされた場合であって、

これらの期間が２以上の月にわたることとなる

とき。

 ［略］   ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

２ 月の中途において派遣等となった場合（次項に

規定する場合に該当しているときを除く。）には、

支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰

した日の属する月の翌月（その日が月の初日であ

る場合にあっては、その日の属する月）から開始

する。 

２ 月の中途において教育公務員特例法第２６条第

１項の規定により大学院修学休業をし、法第２８

条第１項の規定により休職にされ、法第２９条第

１項の規定により停職にされ、法第５５条の２第

１項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人

等派遣条例第２条第１項若しくは外国派遣条例第

２条第１項の規定により派遣され、育児休業法第

２条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業

条例第２条の規定により配偶者同行休業をし、自

己啓発等休業条例第３条の規定により自己啓発等

休業をし、又は休職の事由等条例第３条第１項の

規定により休職にされた場合であって、これらの

期間が２以上の月にわたることとなったとき（次

項に規定する場合に該当しているときを除く。）

は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に

復帰した日の属する月の翌月（その日が月の初日

である場合にあっては、その日の属する月）から

開始する。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市教職員の通勤手当に関する規則の規定は、令 

和２年４月１日から適用する。 

 （支給単位期間に係る経過措置） 

３ 令和２年３月３１日以前にこの規則による改正前のさいたま市教職員の通勤手当 

に関する規則第１４条第１項第３号に規定する場合に該当した教職員の支給単位期



間の開始については、なお従前の例による。 


